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法
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昭
和
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告
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目

次
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保
護
法
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規
定
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づ
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介
護
機

口
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ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
の
変
更
の
届

岸
保
全
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
砂

週
火
・
金
曜
日
発
行

山
口
県
知

示

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

さ
せ
る
機
関
を
次
の
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お
り
指

の
申
請
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民
生
活
課
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…
…
…
…
…

の
認
証
の
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（
五
件
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活
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縦
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…
…
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…
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課
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…
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…
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…
…
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介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

有
限
会
社

周
南
市
大

万
本
郷
六

一

山
口
県
告
示
第
二
百
九
十
七

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

山
口
県
告
示
第
二
百
九
十
六

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十

居
宅
介
護
支
援
事
業

協
同
組
合

上
七
四

社
会
福
祉
法
人

光
栄
会

〃

大
字

岐
波
二
二
三

社
会
福
祉
法
人

グ
リ
ー
ン
コ
ー

プ

福
岡
市
博
多

博
多
駅
前
一

目
五
番
一
号

有
限
会
社

周
南
市
大

須
々
万
本
郷

八
八
の
一

居

宅

介

護

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

東
京
都
千
代

区
神
田
駿
河

二
丁
目
九

山
口
宇
部
農
業

宇
部
市
大
字

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

務
所

名

称

所

字
須
々

八
八
の

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
す
ず
や

周万一

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る

七
日

山
口

者

居
宅
介
護
支
援

ふ
れ
あ
い
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
樹

波
一
四
〇

四

東

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
オ

パ
ー
ル
光
栄

〃

大

岐
波
五
八

の
一
〇

区丁

デ
イ
グ
リ
ー
ン

い
わ
く
に

岩
国
市
錦

丁
目
二
三

号

字六

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
あ
と

ら
す

周
南
市
大

米
四
四
七

居

宅

介

護

事

業

名

称

所

在

田台

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
西
岐
波

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

宇
部
市
大

岐
波
一
五

の
一

川

山
口
宇
部

〃

大

一

り
指
定
し
た
。

指
定
年
月
日

在

地

南
市
大
字
須
々

本
郷
六
八
八
の

平
成
二
四
、

六
、

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

事
業
所

六
の

護

〃

字
東
六
〇
一

〃

平
成
二
二
、
〃

見
八
番
一

〃

平
成
二
四
、
〃

字
久

〃

〃

〃

所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

地字
西

四
五

訪
問
看

護

平
成
二
四
、

六
、

字
際

通
所
介

〃

一、 、 〃〃〃〃 一

告

示



平

変
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山
看

の
規

山 口

社
会

光
栄

有
限

株
式
回
生

（定期）県 報

〃〃山
口
協
同

第 号

介氏称
株
式
イ
学更

事
項

変

更

後

口
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関

定
に
よ
り
、
社
団
法
人
山
口
県
看

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

変

更

福
祉
法
人

会

〃

大
字
東

岐
波
二
二
三

デセパ

会
社

周
南
市
大
字

須
々
万
本
郷
六

八
八
の
一

デセら

会
社
伊
藤

堂

宇
部
市
琴
芝
町

二
丁
目
五
番
二

五
号

株回

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ニン訪テ

宇
部
農
業

組
合

宇
部
市
大
字
川

上
七
四

ふサ

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

護

予

防

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
社
ニ
チ

館

東
京
都
千
代
田

区
神
田
駿
河
台

二
丁
目
九

ニン

変

更

前

す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第

護
協
会
か
ら
次
の
と
お
り
変
更

山
口
県
知

内

容

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー
オ

ー
ル
光
栄

〃

大
字
東

岐
波
五
八
六
〇

の
一
〇

一

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー
あ
と

す

周
南
市
大
字
久

米
四
四
七

式
会
社
伊
藤

生
堂

宇
部
市
琴
芝
町

二
丁
目
五
番
二

五
号

〃

〃〃

〃

チ
イ
ケ
ア
セ

タ
ー
西
岐
波

問
看
護
ス

ー
シ
ョ
ン

宇
部
市
大
字
西

岐
波
一
五
四
五

の
一

山
口
宇
部

れ
あ
い
デ
イ

ー
ビ
ス
樹

〃

大
字
際

波
一
四
〇
六
の

四

山
口
県
知

介

護

予

防

事

業

所

名

称

所

在

地

チ
イ
ケ
ア
セ

タ
ー
周
防

防
府
市
三
田
尻

三
丁
目
六
番
三

五
号

八
十
六
号
）
第
十
四
条
第
四
項

の
届
出
が
あ
っ
た
。

事

二

井

関

成

〃

平
成
二
二
、

〃

〃

〃

平
成
二
四
、
〃

〃

介
護
予

防
福
祉

用
具
貸

与

〃

〃

〃

介
護
予

防
訪
問

入
浴
介

護

平
成
一
八
、
四
、

〃

介
護
予

防
訪
問

看
護

平
成
二
四
、
六
、

〃

介
護
予

防
通
所

介
護

〃

〃

〃

事

二

井

関

成

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

介
護
予

防
訪
問

介
護

平
成
二
二
、
八
、

一

六

〃

〃

二
一
、
二
二
、
二
三
、

二
、
二
一
の
一
、
二
一
の

２

点
の
位
置

基
点

一

防
府
市
大
字
江
泊

二

〃

〃

三

〃

〃

四

〃

〃

五

〃

〃

だ
線
、
一
の
二
の
点
と
一

よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

注

漁
港
境
界
線
と
は
、

周
線
を
い
う
。

美
濃
越
地
区
海
岸

二
〇
、
二
〇
の
一
、
二

各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に

末
田
地
区
海
岸

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十

二
十
八

山
口
県
山
口
南
沿

二
十
八

山
口
県
山
口
南
沿

１

区
域江

泊
地
区
海
岸

一
、
二
、
三
、
四
、
五

一
六
、
一
七
、
一
八
、
一

名

称

公
益
社
団
法
人
山
口

護
協
会

山
口
県
告
示
第
二
百
九
十
九

海
岸
保
全
区
域
の
指
定
に
関

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〃

二
五
一
一
番
地
の
四
の
標

二
四
、
二
五
、
二
六
、
二
七
、
二

各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て

字
和
田
屋
二
五
四
三
番
地
の
一
の

〃

二
五
四
〇
番
地
の
一
の

字
吉
田
屋
二
五
二
九
番
地
の
標
杭

字
浜
崎
二
五
一
一
番
地
の
一
の
標

〃

二
五
一
一
番
地
の
一
の
標

の
一
の
点
と
の
間
の
漁
港
境
界
線

江
泊
防
波
堤

基
部
を
中
心
と
し

〇
の
二
、
二
〇
の
三
、
二
〇
の
四

よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

七
日

山
口

岸
牟
礼
漁
港
海
岸
に
関
す
る
部
分

岸
牟
礼
漁
港
海
岸

、
六
、
七
、
八
、
九
、
一
〇
、
一

九
、
一
九
の
一
、
一
七
の
一
、
五

県
看

社
団
法
人
山
口
県
看
護
協

会

号
す
る
告
示
（
昭
和
三
十
三
年
山
口

杭
の
位
置

八
、
二
九
、
二
九
の
一
、
二
一

囲
ま
れ
た
区
域

標
杭
の
位
置

標
杭
の
位
置

の
位
置

杭
の
位
置

杭
の
位
置

及
び
一
の
一
の
点
を
結
ん
だ
線

た
半
径
一
、
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

、
二
〇
の
五
、
二
〇
の
六
、
二
〇

県
知
事

二

井

関

成

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
、
一
二
、
一
三
、
一
四
、
一
五

の
一
、
一
の
二
の
各
点
を
順
次
結

県
告
示
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部

二

の に円の 、ん を
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八
・
五
九
二
四
秒
東
経
一
三

補
助
点

一
の
一

一
か
ら
二
三
一
度
三

二
・
六
五
七
六
秒
東
経
一
三

二
六

〃

〃

〃

四
三
六
秒
東
経
一
三
一
度
三

二
七

〃

〃

〃

五
六
七
秒
東
経
一
三
一
度
三

二
八

〃

〃

〃

〇
・
二
〇
八
一
秒
東
経
一
三

二
九

〃

〃

字
江
泊

二
一
・
九
五
二
五
秒
東
経
一

二
二

〃

〃

〃

五
二
〇
五
秒
東
経
一
三
一
度

二
三

〃

〃

字
堀
越

一
六
・
四
六
四
八
秒
東
経
一

二
四

〃

〃

字
壷

四
・
八
一
七
九
秒
東
経
一
三

二
五

〃

〃

字
堀
越

一
四

〃

〃

字
滝
ノ

一
五

〃

〃

〃

一
六

〃

〃

字
江
泊

一
七

〃

〃

〃

一
八

〃

〃

字
草
崎

一
九

基
点
一
八
か
ら
一
九
〇
度

二
〇

防
府
市
大
字
江
泊
字
美
濃

二
一

〃

〃

字
末
田

七

〃

〃

〃

八

〃

〃

字
初
塩

九

〃

〃

〃

一
〇

〃

〃

〃

一
一

〃

〃

字
江
泊

一
二

〃

〃

〃

一
三

〃

〃

〃

一
度
三
七
分
一
六
・
七
五
〇
〇

〇
メ
ー
ト
ル
の
点

一
度
三
七
分
一
七
・
〇
八
二
六

二
八
三
番
地
の
標
杭
の
位
置
（

七
分
一
六
・
五
七
四
九
秒
）

二
八
三
番
地
の
標
杭
の
位
置
（

七
分
一
六
・
二
三
〇
二
秒
）

二
八
三
番
地
の
一
の
標
杭
の
位

一
度
三
七
分
一
六
・
一
二
二
九

山
一
四
九
番
地
の
二
の
標
杭
の

三
一
度
三
七
分
二
一
・
八
二
三

二
〇
〇
番
地
の
標
杭
の
位
置

三
七
分
二
一
・
〇
三
四
〇
秒
）

山
一
三
〇
番
地
の
二
二
の
標
杭

三
一
度
三
七
分
一
九
・
二
五
四

神
二
四
六
番
地
の
五
の
標
杭
の
位

一
度
三
七
分
一
九
・
〇
五
三
二

二
七
七
番
地
の
一
〇
の
標
杭
の

下
五
三
二
番
地
の
一
の
標
杭
の

五
三
三
番
地
の
一
の
標
杭
の

山
二
一
二
番
地
の
一
の
標
杭
の

二
一
二
番
地
の
二
の
標
杭
の

四
五
一
番
地
の
二
の
標
杭
の
位

一
三
五
メ
ー
ト
ル
の
標
杭
の
位

越
美
濃
越
防
波
堤
基
部
南
端
の

浜
一
九
九
番
地
の
二
三
の
標
杭

二
五
一
一
番
地
の
標
杭
の
位
置

屋
二
五
一
三
番
地
の
一
の
標
杭

二
五
一
三
番
地
の
二
の
標
杭

二
五
一
八
番
地
の
一
の
標
杭

六
〇
三
番
地
の
二
の
標
杭
の
位

五
九
五
番
地
の
三
の
標
杭
の
位

五
九
四
番
地
の
一
の
標
杭
の
位

秒
）

秒
）

北
緯
三
四
度
〇
二
分
一
一
・
八

北
緯
三
四
度
〇
二
分
一
一
・
〇

置
（
北
緯
三
四
度
〇
二
分
一

秒
）

位
置
（
北
緯
三
四
度
〇
二
分
〇

七
秒
）

（
北
緯
三
四
度
〇
二
分
二
一
・

の
位
置
（
北
緯
三
四
度
〇
二
分

五
秒
）

置
（
北
緯
三
四
度
〇
二
分
一

秒
）

位
置
（
北
緯
三
四
度
〇
二
分
一

位
置

位
置

位
置

位
置

置置標
杭
の
位
置

の
位
置
（
北
緯
三
四
度
〇
二
分

の
位
置

の
位
置

の
位
置

置置置

下

関

市

小

月

京

〃

〃

一

区
域
の
名
称

小
月
京
泊

地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地

と
九
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま

市

名

町
四
年
法
律
第
百
八

２

方
位
は
、
磁
針

山
口
県
告
示
第
三
百
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十

二
〇
の
四

二
〇
か
ら
三

二
〇
の
五

二
〇
か
ら
一

二
〇
の
六

二
〇
か
ら
九

二
一
の
一

二
一
か
ら
六

二
一
の
二

二
一
か
ら
一

二
九
の
一

二
九
か
ら
一

注

１

基
点
二
一
か
ら

正
す
る
法
律
（
平

一
の
二

一
か
ら
二
四

五
の
一

五
か
ら
二
八

一
七
の
一

一
七
か
ら
三

一
九
の
一

一
九
か
ら
二

二
〇
の
一

二
〇
か
ら
二

二
〇
の
二

二
〇
か
ら
三

二
〇
の
三

二
〇
か
ら
三

泊

三
一
の
七
五

二
九
の
一

山
口

に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
九
号
ま

れ
た
区
域

名

地

番

十
八
号
）
第
十
一
条
の
基
準
に
従

方
位
（
末
田
地
区
海
岸
に
つ
い
て

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次

七
日

四
五
度
一
三
二
メ
ー
ト
ル
の
点

〇
度
一
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

〇
度
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

一
度
三
一
メ
ー
ト
ル
の
点

〇
四
度
一
三
七
メ
ー
ト
ル
の
点

一
三
度
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
二
九
ま
で
の
経
緯
度
は
、
測

成
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
）
に

五
度
七
五
メ
ー
ト
ル
の
点

二
度
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

〇
〇
度
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

七
〇
度
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

七
〇
度
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

一
〇
度
一
三
二
メ
ー
ト
ル
の
点

三
三
度
一
四
七
メ
ー
ト
ル
の
点

三

一
号

二
号

県
知
事

二

井

関

成

で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

標

柱

番

号

っ
て
測
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

は
、
真
方
位
）
と
す
る
。

四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

の
区
域
を
指
定
す
る
。

量
法
及
び
水
路
業
務
法
の
一
部
を

よ
る
改
正
後
の
測
量
法
（
昭
和
二

号 三 改十



平

地

成 年 月 日 金曜日

三
域経隊

山 口

同
月
六

覧
に

一二

（定期）県 報

（
三特

り
特

第 号

〃〃〃〃〃〃〃

域
活
性
化
を
重
点
に
活
動
し
、
か

名

称

岩

代

表

者

の

氏

名

河

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岩

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

岩
国
市
民
を
は
じ
め
と
す
る
県
民

づ
く
り
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

済
の
発
展
に
寄
与
し
、
さ
ら
に
、

等
の
結
成
と
、
地
域
福
祉
の
向
上

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活

供
し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
六
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

公

六
三
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

〃〃〃〃〃〃〃

つ
、
世
界
に
発
信
で
き
る
文
化

国
ヒ
ー
ロ
ー
委
員
会

口

久
彦

国
市
錦
見
七
丁
目
二
〇
番
七
号

、
国
民
全
て
に
対
し
て
、
キ
ャ

地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
開
発
や
地
域

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
知
名
度
を
活

及
び
観
光

効
果
に
よ
る
来

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

部
県
民
生
活
課
及
び
山
口
県
岩

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

告

設
立
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

二
九
の
一

二
九
の
二
及
び
三
〇
の
二
地

内二
九
の
二
七

一
五
六
六
の
一
二

一
五
七
八
の
二

三
一
の
七
五

三
一
の
六
三

の
創
造
に
よ
る
人
材
育
成
や
社

ラ
ク
タ
ー
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
地

イ
ベ
ン
ト
参
加
を
通
じ
て
地
域

か
し
た
地
域
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル

県
者
の
増
加
を
目
指
す
と
い
う

る
書
類
は
、
平
成
二
十
四
年
九

国
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の
縦

事

二

井

関

成

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

三
号

四
号

五
号

六
号

七
号

八
号

九
号

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山
口
県
宇
部
県
民
局
に
お
い
て

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
三
六
五
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

び
山
口
県
宇
部
県
民
局
に
お
い

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

会
教
育
を
行
う
こ
と
。

（
三
六
四
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該

書
及
び
活
動
予
算
書
は
、
平
成

宇
部
市
大
字
東
岐
波
一
一
九

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

七
日

山
口

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
い
き

福
富

薫

藤
井

悌
一

宇
部
市
琴
芝
町
二
丁
目
四
番

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
四
年
九
月
五
日
ま
で
の
間
、
山

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

七
日

山
口

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
き

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業

二
十
四
年
九
月
四
日
ま
で
の
間
、

六
番
地
の
二
六
三

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

い
き
三
五

二
〇
号

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

わ 請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

四

のび の画及

公

告



平成 年 月 日 金曜日

（
三特

と
お変

い
て

山 口 県

一二

（定期）報

（
三特

と
お変

書
及

び
山

第 号

一二

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

光

六
七
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
は
、
平
成
二
十
四
年

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
六
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

岩

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

宇

六
六
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の

び
活
動
予
算
書
は
、
平
成
二
十
四

口
県
周
南
県
民
局
に
お
い
て
公
衆

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
五
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

田

山
口
県
知

市
室
積
松
原
一
七
番
一
八
号

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

九
月
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
虹
の
か
け

佐

光
恵

部
市
厚
南
北
三
丁
目
八
番
三
号

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

年
九
月
六
日
ま
で
の
間
、
山
口

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
お
ひ
さ
ま

中
紀
代
美

事

二

井

関

成

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
に
お

事

二

井

関

成

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

橋 第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画

県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

生
活
塾

（
三
六
九
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
三
六
八
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

山
口
県
周
南
県
民
局
に
お
い
て

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
光
け

北
村

陽
子

光
市
島
田
二
丁
目
四
番
一
〇

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
四
年
九
月
十
日
ま
で
の
間
、
山

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

七
日

山
口

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
瀬
戸

西

洋
栄

山
口
市
小
郡
上
郷
一
三
二
七

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
元
気

西
富

晟

山
口
市
秋
穂
二
島
七
〇
二
四

五

よ
る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ん
じ
の
が
っ
こ
う

号 請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

内
国
際
観
光
協
議
会

番
地
の
一
八

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

村
二
島
東

番
地
の
一

の のび



平成 年 月 日 金曜日

二
株

三

山 口

四五一

（定期）県 報

二
株

三

第 号

と
お当

工
労

一
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の

代
表
者
の
氏
名

名

称

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
柳
井

所
在
地

柳
井
市
南
町
五
丁
目

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
ベ
ス
ト
電
器

福
岡

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
一
日

変
更
年
月
日

平
成
十
七
年
六
月
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

所
在
地

柳
井
市
南
町
五
丁
目

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
ベ
ス
ト
電
器

福
岡

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の

住
所 り

大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月

働
部
商
政
課
及
び
柳
井
市
経
済
部

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
柳
井有

薗

憲
一

小

店九
一
〇
の
一

代
表
者
の
氏
名

住市
博
多
区
千
代
六
丁
目
二
番
三

変

更

前

在
地

九
一
〇
の
一

代
表
者
の
氏
名

住市
博
多
区
千
代
六
丁
目
二
番
三

変

更

前

福
岡
市
中
央
区

の
津
二
丁
目
一

番
一
二
号

福三

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

二
十
七
日
か
ら
同
年
十
一
月
二

商
工
観
光
課
に
お
い
て
公
衆
の

山
口
県
知

在
地

店

野

浩
司

所

代
表
者
の
氏
名

三
号

小
野

浩
司

変

更

後

所

代
表
者
の
氏
名

三
号

小
野

浩
司

変

更

後

岡
市
博
多
区
千
代
六
丁
目
二
番

三
号

が
あ
り
ま
し
た
。

十
七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

（
三
七
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

ダ
イ
レ

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

株
式
会

ダ
イ
レ

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会

所
在
地

柳
井
市
南
町

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
ベ
ス
ト
電
器

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模

業
を
行

大
規
模
小
売
店
舗
の

名
称

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年
三
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ダ
イ
レ
ッ
ク

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

ッ
ク
ス
株
式
会
社

社
ゲ
オ

ッ
ク
ス
株
式
会
社

社
ゲ
オ

五
丁
目
九
一
〇
の
一

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

福
岡
市
博
多
区
千
代
六
丁
目
二

小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変ベ
ス
ト
電

及
び
所
在
地

ス
柳
井
店

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

類
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十

よ
る
届
出

六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字

長
瀬
九
三
〇

愛
知
県
春
日
井
市
宮
町

一
丁
目
一
の
一

大
嶌

秀
昭

遠
藤

結
蔵

所

代
表
者
の
氏

番
三
三
号

小
野

浩
司

更

前

変

更

後

器
柳
井
店

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
柳
井
店

六

七 の 名



平成

二
十

ら
意

年 月 日 金曜日

四五（
三大

山 口 県 （定期）報

二
株

三

第 号

日
か

光
課

一

四
年
二
月
三
日
山
口
県
公
告
（
三

見
を
聴
き
ま
し
た
。

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
一
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
六
日

七
一
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

う
者
の
開
店
時
刻

〃

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
閉
店
時
刻

株
式
会
社
ゲ
オ

来
客
が
駐
車
場
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
帯

荷
さ
ば
き
施
設
に
お

い
て
荷
さ
ば
き
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
時

間
帯 所

在
地

柳
井
市
南
町
五
丁
目

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
ベ
ス
ト
電
器

福
岡

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス

ら
同
年
十
一
月
二
十
七
日
ま
で
の

に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
柳
井

八
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

午
後
八
時

〃午
前
九
時
三
〇

午
後
八
時
三
〇

午
前
九
時
か
ら

時
三
〇
分
ま
で

九
一
〇
の
一

代
表
者
の
氏
名

住市
博
多
区
千
代
六
丁
目
二
番
三

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

株
式
会
社

午
前
一
〇
時

間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政

す
。

山
口
県
知

在
地

店

に
つ
い
て
次
の
と
お
り
萩
市
か

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

午
後
一
〇
時

翌
日
の
午
前
一
時

分
か
ら

分
ま
で

午
前
八
時
三
〇
分
か
ら

翌
日
の
午
前
一
時
三
〇

分
ま
で

午
後
八

午
前
六
時
か
ら
午
後
九

時
ま
で

所

代
表
者
の
氏
名

三
号

小
野

浩
司

前

変

更

後

午
前
九
時

課
及
び
柳
井
市
経
済
部
商
工
観

事

二

井

関

成

関
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
四

所
在
地

下
関
市
宮
田

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
三
七
三
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
四
年
二
月
二
十
一
日
山
口

二
十
四
年
二
月
二
十
一
日
山
口

関
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
四

労
働
部
商
政
課
及
び
下
関
市
産

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ

名

称

（
仮
称
）
ド

所
在
地

萩
市
大
字
椿

二

意
見
の
概
要

交
通
に
係
る
事
項
及
び
街

（
三
七
二
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
四

労
働
部
商
政
課
及
び
萩
市
商
工

ま
す
。平

成
二
十
四
年
七
月
二
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

。年
七
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
八
月

町
一
丁
目
八
の
一

は
な
い
。

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

県
公
告
（
五
一
）
に
係
る
大
規
模

県
公
告
（
五
〇
）
に
係
る
大
規
模

。年
七
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
八
月

業
経
済
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て

七
日

山
口

及
び
所
在
地

リ
ュ
宮
田
町
店

ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
萩
南
店

二
四
三
八
の
三

並
み
づ
く
り
等
に
つ
い
て
配
慮
を

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

年
七
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
八
月

観
光
部
経
済
再
生
・
企
業
誘
致
推

七
日

山
口

及
び
所
在
地

七

二
十
七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

二
十
七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

求
め
る
。

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

二
十
七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

進
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

県
知
事

二

井

関

成

工 成下 下工 成 工し



平

労
働

成 年 月 日 金曜日

（
三大

二
十

陽
小当

山 口

労
働

す
。

一二

（定期）県 報

（
三大

二
十

陽
小当

第 号

労
働

一二

部
商
政
課
及
び
山
陽
小
野
田
市
産

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

七
五
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

四
年
二
月
二
十
四
日
山
口
県
公
告

野
田
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た

該
意
見
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月

部
商
政
課
及
び
山
陽
小
野
田
市
産

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
厚
狭

所
在
地

山
陽
小
野
田
市
大
字

意
見
の
概
要

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項
に
つ
い

七
四
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

四
年
二
月
二
十
四
日
山
口
県
公
告

野
田
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た

該
意
見
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月

部
商
政
課
及
び
下
関
市
産
業
経
済

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
宮

所
在
地

下
関
市
宮
田
町
一
丁

意
見
の
概
要

業
建
設
部
商
工
労
働
観
光
課
に

。第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
五
六
）
に
係
る
大
規
模
小
売

。二
十
七
日
か
ら
同
年
八
月
二
十

業
建
設
部
商
工
労
働
観
光
課
に

山
口
県
知

在
地

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

厚
狭
一
〇
六
一

て
配
慮
を
求
め
る
。

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
五
三
）
に
係
る
大
規
模
小
売

。二
十
七
日
か
ら
同
年
八
月
二
十

部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆

山
口
県
知

在
地

田
町
店

目
八
の
一

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
山

七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

事

二

井

関

成

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
山

七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

労
働
部
商
政
課
及
び
下
松
市
経

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
三
七
七
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
四
年
三
月
九
日
山
口
県
公

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
四

労
働
部
商
政
課
並
び
に
岩
国
市

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ザ
・
ビ
ッ
グ

所
在
地

岩
国
市
周
東

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
三
七
六
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
四
年
二
月
二
十
四
日
山
口

国
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
四

す
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ

所
在
地

山
陽
小
野
田

二

意
見
の
概
要

済
部
産
業
観
光
課
に
お
い
て
公
衆

は
な
い
。

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

告
（
七
五
）
に
係
る
大
規
模
小
売

年
七
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
八
月

産
業
振
興
部
商
工
振
興
課
及
び
岩

七
日

山
口

及
び
所
在
地

周
東
店

町
下
久
原
四
七
四
の
一

は
な
い
。

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

県
公
告
（
五
七
）
に
係
る
大
規
模

。年
七
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
八
月

七
日

山
口

及
び
所
在
地

ン
厚
狭
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

市
大
字
厚
狭
一
〇
六
一

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
下
松

二
十
七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

国
市
周
東
総
合
支
所
に
お
い
て
公

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

二
十
七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

県
知
事

二

井

関

成

八

成市工 衆 成岩工



平成

一

年 月 日 金曜日

山
警

の
検

山 口 県

一二三

（定期）報

（
三土

三
丘

た
の

第 号

一二

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及

種

別

級

公

安

委

口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三

備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第

定
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
三
丘
地
区
耕
作
放
棄
地
解
消

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
日
か
ら

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

七
八
）
県
営
三
丘
地
区
耕
作
放
棄

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

地
区
耕
作
放
棄
地
解
消
・
発
生
防

で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ニ
ト
リ
下
松
店

所
在
地

下
松
市
望
町
一
丁
目

意
見
の
概
要

山

び
級
並
び
に
受
検
定
員

受
検
定
員

員

会

十
号百

十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一

山
口
県
知

・
発
生
防
止
基
盤
整
備
事
業
計

同
年
八
月
二
十
日
ま
で

。地
解
消
・
発
生
防
止
基
盤
整
備

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条

止
基
盤
整
備
事
業
を
行
う
た
め

、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま

山
口
県
知

在
地

三
七
の
六

口
県
公
安
委
員
会

項
の
規
定
に
よ
り
、
警
備
員
等

事

二

井

関

成

画
書
の
写
し

事
業
計
画
書
の
縦
覧

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め

す
。

事

二

井

関

成

２

県
外
在
住
警
備
員
に

る
書
面

３

三
の

に
該
当
す
る

五

検
定
申
請
書
の
提
出
先

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す

者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営

に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す

六

提
出
書
類

検
定
申
請
書

添
付
書
類

１

山
口
県
内
に
住
所
を

施
設
警
備
業
務
二
級
の

合
格
証
明
書
の
交
付
を
受

公
安
委
員
会
が

に
掲

四

検
定
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五

な
お
、
受
付
期
間
内
で
も

の
と
す
る
。

日

時

平
成
二
十
四

場

所

山
口
市
秋
穂

山
口
県
セ
ミ

詳
細
に
つ
い
て
は
、
学

三

受
検
資
格

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す

住
所
を
有
す
る
も
の
（
以
下

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

施
設
警
備
業
務

一

二

検
定
に
係
る
試
験
の
日
時

学
科
試
験

日

時

平
成
二
十
四

場

所

山
口
市
滝
町

山
口
県
警
察

実
技
試
験

あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
山
口
県
内

者
に
あ
っ
て
は
、
施
設
警
備
業
務

る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の

業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管

る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地

有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
山
口
県

検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付

け
た
後
、
当
該
警
備
業
務
に
従
事

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び

及
び
時
間

七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十

分
ま
で

、
申
請
者
の
数
が
受
検
定
員
に
達

年
十
一
月
二
十
七
日
（
火
曜
日
）

二
島
一
〇
六
二
番
地

ナ
ー
パ
ー
ク

科
試
験
の
合
格
通
知
に
併
せ
て
通

る
者
又
は
山
口
県
内
の
営
業
所
に

「
県
外
在
住
警
備
員
」
と
い
う
。

級

三
十
名

及
び
場
所

年
十
一
月
一
日
（
木
曜
日
）
の
午

一
番
一
号

本
部

九

の
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明

二
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書

者
が
警
備
員
で
あ
る
場
合
は
、
そ

轄
す
る
警
察
署
、
県
外
在
住
警
備

を
管
轄
す
る
警
察
署

内
の
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
当

し
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
も

能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者

一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八

し
た
と
き
は
、
受
付
を
締
め
切
る

知
す
る
。

属
す
る
警
備
員
の
う
ち
山
口
県
外

）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

すの の員 該の時も に該

公

安

委

員

会



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 金曜日

三

山 口

一二

（定期）県 報

八九

第 号

七
収十

四
年
七
月
二
十
七
日
印
刷

十
四
年
七
月
二
十
七
日
発
行

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又

日

時

平
成
二
十
四
年
十
一

場

所

山
口
市
滝
町
一
番
一

山
口
県
警
察
本
部

実
技
試
験

日

時

平
成
二
十
四
年
十
一

場

所

山
口
市
秋
穂
二
島
一

山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ

詳
細
に
つ
い
て
は
、
学
科
試
験

受
検
資
格

三

九
三
三

〇
一
一
〇
）
に
す

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及

種

別

級

施
設
警
備
業
務

二
級

検
定
に
係
る
試
験
の
日
時
及
び
場

学
科
試
験

受
検
票
の
交
付

検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署

そ
の
他

検
定
申
請
書
は
、
山
口
県
内
に

あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
が
属
す
る

署
、
県
外
在
住
警
備
員
に
あ
っ
て

る
警
察
署
に
請
求
す
る
こ
と
。

検
定
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、

写
し
及
び
警
備
業
者
等
が
発
行

４

三
の

に
該
当
す
る
者
に
あ

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

撮
影
年
月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。

受
検
手
数
料

一
万
六
千
円
に
相
当
す
る
山
口
県

入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

は
県
外
在
住
警
備
員
で
あ
る
こ

月
一
日
（
木
曜
日
）
の
午
前
十

号月
二
十
日
（
火
曜
日
）

〇
六
二
番
地

ー
ク

の
合
格
通
知
に
併
せ
て
通
知
す

る
こ
と
。

び
級
並
び
に
受
検
定
員

受
検
定
員

三
十
名

所 に
お
い
て
交
付
す
る
。

住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は

山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地

は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口
県
内

山
口
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部

す
る
当
該
警
備
業
務
の
従
事
期

っ
て
は
、
一
級
検
定
受
検
資
格

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

）
二
枚

収
入
証
紙
を
検
定
申
請
書
の
下

と
。

県

庁
知
事

と
。

時
か
ら
正
午
ま
で

る
。

住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員
で

を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警
察

の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
八

間
に
関
す
る
証
明
書

認
定
書
の
写
し

と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

す
る
。
裏
面
に
は
、
氏
名
及
び

部
余
白
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の

検
定
申
請
書
は
、
山
口

あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
が

署
、
県
外
在
住
警
備
員
に

る
警
察
署
に
請
求
す
る
こ

検
定
に
つ
い
て
の
問
合

三

九
三
三

〇
一
一
〇

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

撮
影
年
月
日
を
記
入
す
る

七

受
検
手
数
料

一
万
六
千
円
に
相
当
す
る

収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し

八

受
検
票
の
交
付

検
定
申
請
書
を
提
出
し
た

九

そ
の
他

に
あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す

六

提
出
書
類

検
定
申
請
書

添
付
書
類

１

山
口
県
内
に
住
所
を

２

県
外
在
住
警
備
員
に

る
書
面

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

四

検
定
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五

な
お
、
受
付
期
間
内
で
も

の
と
す
る
。

五

検
定
申
請
書
の
提
出
先

山
口
県
内
に
住
所
を
有
す

者
が
属
す
る
山
口
県
内
の
営

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ

属
す
る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所

あ
っ
て
は
そ
の
者
が
属
す
る
山
口

と
。

せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
生
活
安

）
に
す
る
こ
と
。

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

こ
と
。
）
二
枚

山
口
県
収
入
証
紙
を
検
定
申
請
書

な
い
こ
と
。

警
察
署
に
お
い
て
交
付
す
る
。

る
山
口
県
内
の
営
業
所
の
所
在
地

有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
山
口
県

あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
山
口
県
内

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

及
び
時
間

七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十

分
ま
で

、
申
請
者
の
数
が
受
検
定
員
に
達

る
者
に
あ
っ
て
は
住
所
地
（
そ
の

業
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
を
管

て
は
住
所
地
（
そ
の
者
が
警
備
員

在
地
を
含
む
。
）
を
管
轄
す
る
警

県
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄

全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇

の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
氏
名
及

の
下
部
余
白
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ

を
管
轄
す
る
警
察
署

内
の
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

の
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八

し
た
と
き
は
、
受
付
を
締
め
切
る

者
が
警
備
員
で
あ
る
場
合
は
、
そ

轄
す
る
警
察
署
、
県
外
在
住
警
備

一
〇

で察す八 びの す撮 時もの員


